
(6)議会だより

つ
い
て
は
、
購
入
で
き
る
品
目

が
限
定
さ
れ
、
住
宅
改
修
の
よ

う
に
、
事
前
申
請
制
度
が
あ
り

ま
せ
ん
。
購
入
費
も
平
成
23
年

度
の
実
績
で
、
平
均
が
３
万
弱

で
し
た
の
で
、
当
面
は
「
償
還

払
い
」
の
制
度
で
行
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
周
知
方
法
と
し
て
は
、

広
報
等
の
お
知
ら
せ
の
ほ
か
、

住
宅
改
修
に
つ
い
て
は
、
担
当

の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
意
見

が
必
要
な
の
で
、
各
施
設
に
事

前
に
周
知
を
し
て
い
き
ま
す
。

山
本　

一
惠　

議
員

質
問　

平
成
12
年
４
月
に
介
護

保
険
制
度
が
始
ま
り
、
12
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
３
年
ご
と
の

見
直
し
で
、
平
成
24
年
４
月
に

は
、
介
護
報
酬
が
改
正
さ
れ
、

新
た
な
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
今
後
、
急
速
に
高
齢
化

が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
中
、

介
護
事
業
者
・
従
事
者
・
利
用

者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
多

岐
に
わ
た
る
現
場
の
ニ
ー
ズ
を

受
け
と
め
つ
つ
、
状
況
に
合
わ

せ
た
見
直
し
が
、
ま
す
ま
す
重

要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
多
く
寄
せ
ら
れ

る
声
の
一
つ
に
、
福
祉
用
具
購

入
費
及
び
介
護
に
必
要
な
手
す

り
の
取
り
つ
け
や
段
差
の
解
消

な
ど
の
、
小
規
模
な
住
宅
改
修

費
の
補
助
に
つ
い
て
で
す
。

　

介
護
保
険
で
の
福
祉
用
具
費

及
び
住
宅
改
修
費
の
支
給
は
、

利
用
者
が
一
た
ん
全
額
を
負
担

し
、
そ
の
後
、
申
請
を
し
て
、

保
険
給
付
分
の
９
割
を
受
け
取

る「
償
還
払
い
」が
原
則
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
利
用
者
が
自
己
負

担
分
の
１
割
分
の
み
を
事
業
者

に
支
払
え
ば
、
残
額
は
自
治
体

か
ら
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る

「
受
領
委
任
払
い
」
を
導
入
し
、

「
償
還
払
い
」
と
の
選
択
制
を

と
っ
て
い
る
自
治
体
も
出
て
き

て
い
ま
す
。
一
時
的
で
あ
れ
、

全
額
負
担
と
な
る
と
、
経
済
的

負
担
と
な
り
ま
す
が
、
本
村
と

し
て
、
こ
の
制
度
を
導
入
す
る

考
え
は
あ
る
か
伺
い
ま
す
。

答
弁
（
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介

護
保
険
法
に
よ
る
住
宅
改
修
及

び
福
祉
用
具
購
入
費
の
償
還
払

い
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法

施
行
規
則
に
基
づ
い
て
行
っ
て

い
ま
す
。
低
所
得
者
の
高
齢
世

帯
等
で
は
、
特
に
住
宅
改
修
費

に
つ
い
て
は
、
一
時
的
に
大
き

な
負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

茨
城
県
内
に
お
け
る
、
受
領

委
任
方
式
の
導
入
状
況
は
、
住

宅
改
修
が
17
市
町
、
福
祉
用
具

購
入
費
が
12
市
と
な
っ
て
い
ま

す
。
近
隣
自
治
体
で
は
、
阿
見

町
・
牛
久
市
・
つ
く
ば
市
で
す
。

　

本
村
と
し
て
は
、
「
受
領
委

任
払
い
」
に
関
し
て
は
、
介
護

保
険
料
の
滞
納
が
な
く
、
一
時

的
な
資
金
の
捻
出
が
困
難
で
、

住
宅
改
修
が
で
き
な
い
方
に
限

り
、
平
成
25
年
度
よ
り
実
施
し

て
い
く
方
向
で
、
工
事
業
者
の

登
録
や
要
綱
の
整
備
に
つ
い
て
、

検
討
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
福
祉
用
具
購
入
費
に

介
護
保
険
に
よ
る
住
宅
改
修
費
及
び
福
祉
用
具
購

入
費
の
受
領
委
任
払
い
制
度
の
導
入
に
つ
い
て


